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子どもの売買等に関する子どもの権利条約選択議定書

一第159回通常国会での批准は実現せず－

森 田 明 彦 （子どもの権利条約総合研究所研究員、運営委員）

「子 どもの売 買、子 ども買春 お よび子 どもポル ノ グラフ ィーに関 する『子 どもの権利条 約』の選択議 定書 （子 どもの売 買等 に関 する子 ども

の権利条 約選 択議定書 ）」 は、去 る6月16 日に閉会 した第1 59 回通 常国会 で批 准 される予定 で、国会 に よる承認 手続 きまで終 了 していた（衆

議院3 月 30 日、参議院4 月2 1 日）に もかかわ らず、その ために必要 な児童福祉 法改正案 が同国会 で成立 しなか ったため、批准 されずに終わ った。

2 00 2年 5 月 10 日、ニ ューヨー クで開催 され た国連 子 ども特別総会 最終 日に署名 され た本議 定書 が、 その後2 年 以上 を経 て未 だに批准 で き

ない とい う事 態 は、今 年1月30 日に発 表 された 「国連・ 子 どもの権 利委 員会 」 による 日本政 府の第二 国定期報 告書 に対 す る総 括所見 が本 議

定書 の早 期批准 を勧告 している ことか らも看過 で きない問題 で ある。

本議定書批准の遅延には、い くつもの原因があると思われるが、

さしあた り、以 下の点 につ いて述べ る。

〔 批准 遅延の原因①一子どもの人身売買に対する日本社会の無関J加

第一に、日本の市民社会に本議定書の早期批准を実現しようとす

る意 欲が 欠如 してい たこ とであ る。 日本 にお ける 「子 ども に対 する

虐待、搾取、暴力」問題、特に性的な搾取問題に対する取り組みは、

1 9 9 6 年8 月 にスウ ェー デ ンの ス トックホル ムで 開催 され た 「子 ど

もの商業的性的搾取に反対する世界会議」以来本格化 し、その結果、

1 9 9 9 年 1 1月 1 日には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処

罰及び児童の保護等に関する法律 （児 ポ法）」が施行され、2 0 0 1

年12 月には「第二国子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議

（ 横浜会議）」が日本で開催される等、大きな進展を見た。その背景

には、日本の市民社会における同問5題に対する積極的な取 り組みが

あった。

しかし、横浜会議以降、この取 り組みは急速に減速 した。その結

果、例えば、「児ポ法」改正案の作成作業も、行政府、一部国会議

員が主導することとな り、同法改正作業の初期に市民社会の声を反

映させることが出来なかった。子どもの人身売買に関連する児童福

祉法改正に至っては、j政府が改正原案を策定するまで、市民社会側

からの働きかけは皆無であった。2 0 0 1年 1 2 月に開催された横浜

会議の時点で、子どもの人身売買問王謹は、子どもサイバーポルノ問

題と並んで世界的な課題となっていることを感 じ取っていたわた し

にとって、その後 2 年間以上にわたる日本の市民社会の 「子どもの

人身売買」問題に対する無関心には切歯拒腕の思いであった。近年、

ようや く、「人 身売 買」 問題 全 般 に対す る 国民 的関 心が 高 ま りつ つ

あるが、是非、この流れの中で「子どもの人身売買」問王護について

も積極的な取 り組みを進める必要がある。

〔 批准遅延の原因②－批准に必要な国内法整備の問題〕

第二に、より具体的かつ技術的な問題として、本議定書批准に必

要な国内法整備にかかわる問題がある。本議定書批准のために、前

通常国会に2 本の法律案が提出された。「児童買春、児童ポルノに係

る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」（児ポ法）改正案

と児童福祉法改正案 3 である。この うち、児ポ法改正案は成立した。

しか し、成立 しなかった児童福祉法改正案には、少なくとも以下

N EW SLETTER  N o ． 7 4 C O N T E N T S
①子どもの売買等に関する子どもの権利条約選択議定書

一第 15 9 回通常国会での批准は実現せず－ ／ 1

②「学校安全法」学会案と子どもの安心 して生きる権利 ／3

①子どもの権利基盤型アプローチの現在とこれか ら ／3

②子 どもの権 利条 例ネ ッ トワー ク5 月 イベ ン ト報告 ／ 5

／5

／4

・ 子どもの権利条約入門セミナー2 0 0 4 ／8

』

子ど もの権 利 条約 第 74 号・ 2004 年 6 月2 0 日号



の4 つの問題がある。

■児童福祉法改正案4 つの問題

（1）強制労働および臓器摘出目的の人身売買規定な し

児童福祉法改正案第3 4 条では、性的搾取を目的とする子 どもの

人身売買に関する規定および児童労働を目的とする人身売買の一部

はカバーされているように見えるが、強制労働および臓器摘出を目

的とする人身売買について明文の規定はない。

（2 ）児童福祉法改正案は、「国際組織犯罪条約の人の取引に関する

議定書」の内容を反映 していない。

同議定書第3 条は、対象者が 18 歳末満の場合には、不法な手段が

使われず、また本人が同意 した場合でも、性的搾取、強制労働、臓

器摘出などの搾取を目的とする取引は、「人身売買」とみなされる

と定めているが、この規定は、今回の児童福祉法改正案では全く反

映されていない。児童福祉法では、「子どもの権利条約の選択議定

書」批准に必要な法改正のみを行 うというのも、一つの政策的な選

択肢 と して あ り得る の かも しれ ない 。 しか し、「国際 組織 犯罪 条 約

の人の取引に関する議定書」は、「子どもの人身売買」の関連規定

を含んでおり、同議定書を全 く無視した児童福祉法改正案は、既に

同議定書を日本政府が署名 し、批准に向けて国内的手続きを進めて

いる現状を考えたとき、必ずしも適切なものとは考えられない。

（3 ）児童福祉法改正案は、 18 歳未満であることが明 らかではない

「子ども」に対する取 り扱いについて全 く規定 していない。

人身売買の犠牲とな っている子どもは、一般には偽造旅券を利用

した り、i転るい は入国 を容 易にす るた めに年 歯壱を偽 って 成人 と して

入匡ル て くることが多いと言われている。また、思春期の女の子は、

1 8 歳 未 満 かど うか 区別 がつ かな い こと が多 い とい うこ ともー 般 に

言われている。ユニセフ（国際連合児童基金）が最近発表 した「南

東欧にお ける 子 どもの人 身売 買 に関す るガ イ ドライ ン」 で は、被害

者の子どもの年齢が不明で、かつ、その被害者が子ども （18 歳未

満）であると信 じる理由がある場合には、被害者は子どもとみなさ

れ、年齢がはっきりするまで、子どもとして扱われなければな らな

いと定 めて いる 。 したが って、 1 8 歳未 満 か ど うか は っき りしない

が、被害者が子どもと思われる場合、例えば旅券に1 6 歳と記載し

てある場合には、その旅券の記載年齢が虚偽であり、実年齢は 18

歳以上であることが本国か らの正式の出生登録証明書などによって

明らかにされない限り、その被害者は子どもとして扱われるべきな

のである。一方、日本の法廷では、途上国政府の発給 した旅券の証

拠能力は認められていないとも言われている。 したが って、特に性

的搾取 を 目的 と して 日本 に送 り込 ま れて くる 1 8 歳末 満 の、 いわ ゆ

る思春期の女の子ない し男の子に関 して、その子 どもが 18 歳未満

であるかどうか確定する証拠がない場合の取り扱いについて今回の

児童福祉法改正案に全 く規定がないことは、同改正案の実効性とい

う観点か ら大きな問題であると言わざるを得ない。

（4 ）被害に遭った子どもの保護規定な し

今回の児童福祉法改正案に人身売買の被害に遭 った子どもを保護

する規定がないことは、「子どもの売買等に関する子ども権利条約

選択議定書」第8 条において定め られている「被害に遭 った子ども

の保護」規定を満たしていないと考える。

また、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保

護等に関する法律 （児ポ法）」にも問題がある。同法第8 条は、「児

童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一

醍
第二号若 しくは第三号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製
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造する目的で、当該児童を売買 した者は、一年以上十年以下の懲役

に処する。2 ．前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘

拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送 した日本匡L民は、

二年以上の有期懲役に処する。3 ．前二項の罪の未遂は、罰する。」

と定 めて いる。

しか し、わた しの知 る限 り、 1 9 9 9 年 1 1月 1日 に児 ポ法 が施行 さ

れて以来、同条項に基づいてラ毎外における人身売買事例の逮捕、立

件が行わ れた例 はない 。（国 内につ いて は、最近 1件 だけ逮捕 例が幸艮

告された） 16 歳のコロンビア人の女の子が被害者 とな った事例

（平成 15 年 3 月 2 8 日、東京地方裁判所）4 でも、適用されたのは

「出入国管理及び難民認定法」および「職業安定法」で、児ポ法は

適用されていない。

本事例について、わた しは、警察・司法関係者から、（か児ポ法第

8 条は、海外において子どもを 「採用」 した善が、その子どもに同

行して来日した場合以外には適用できない、（む途上匡l出身者の旅券

は入国の際には有効とみなされるものの、裁判では証拠能力を認め

られ ないの で 、この事 案の コ ロン ビア人 は 「子 ども」 と は見な され

なかったのではないか、（卦出入国管理法および難民認定法のほうの

刑罰が重いので、担当検事はそちらを採用することとしたのではな

いか、等の説明を受けた。 しか し、今回の児ポ法改正案には、これ

らの問題点を考慮した規定は盛 り込まれていない。

以上のよ うな不備が、前通常国会に提出された「子どもの人身売

買」に関する 2 つの法律改正案に散見されるのは、我が国において

は、子どもを含む非日本国籍者に対する人権保障の必要性が認識さ

れていないからである。一方で、不法在留外国人の一掃を目指す動

きに代 表 され る 「外 国人排 斥」 の 風潮 は 、 日に 日に高 ま って お り、

このような排外主義を阻止しなければ、日本はグローバル化する現

在の国際社会において取 り残されていくことになる。事実、最近発

表された米匡l国務省の「2 0 0 4 年度人身売買報告書」は、日本を人

身売買取締のための対策を早急に講 じなければならない要監視国の

一つに指定 した。

「子 どもの人 身売 買」 問是引こ対す る取 り組み は、 この よ うな 現状

にある日本社会の内なる国際化を進める重要な方策の一つと して認

識され、真剣に取 り組まれる必要がある。

特に、若い被害者の年齢の特定が困難であるという人身売買とい

う犯罪の特徴から考えて、18 歳末満と 18 歳以上という年齢上の区

別を設けて、別々の法律で対応するのではなく、「人身売買禁止法」

という一つの包括的な法律の中で「子ども」に対する取り扱いも定

める方が、より実効的な運用が可能になると考える。その意味で、

来年の通常国会提出を目指 して現在策定準備が進め られている「人

身売買禁止法」に、子どもに関する適切な規定が盛 り込まれるよう

求め てい くことが必要 であ る。

〔注〕

1 同改正案については、以下 のU R L （児童福祉法等の一部を改正する法

律案）を参照

h ttp ：／／W W W ．m h トw ．g o ．jp／to p ic s／b u k y o k u／S O U m U／h o u「itu／

1 5 9 ．h tm 1

2 本事例については以下のU R Lを参照 。

h ttp ：／／C O U「td o m in o 2 ．c o u rts ．g o ．jp ／k s h a n「e i．n s f／w e b v ie w

／E l O C 8 B B E E 5 E B 8 7 8 1 4 9 2 5 6 D 2 7 0 0 3 0 0 7 5 6 ／？ O p e n D o c u m e

n t



「 学校安全法」学会案と子どもの安心 して生きる権利

喜 多 明 人（早稲田大学）

日本教 育法学会・ 学校 事故問題研 究特別委 員会 は、2 004年5月30 日、神戸 大学 で開かれ た提起総 会 で、「学校 安全法要 項案」（以下 、単に

要項案 とい う＝資料参照 ） を提案 しま した。 この要 項案 は、2 00 3 年 11 月 1 日の 「中間報告 」の中 で 「第一次要 項案」 として公表 され、学校

災害被 災者 、学校 関係者 その他 市民の声 を広 く受 け とめ 、可 能 な限 り彼 らの意思・ ニ ーズ を反映 させ てい こ うとい う趣 旨の基 で 、約 半年

間の学会内外 の検 討 を経 て、最 終的 に今 回公表 された もので す。

1．なぜ 「学校安全法」が提案されたのか

1 9 6 0 年代以降、学校災害問題が社会問題化 してい くなかで、学

校災害被害者・家族が国レベルで期待 してきたことは、憲法上認め

られた子どもの安全かつ安心して教育を受ける権利を保障 していく

ために、（》事故後の救済としての迅速かつ十全な学校災害補償制度

の創設（＝学校災害補償法）と、②事故前の再発防止としての学校

安全最低基準の制定・遵守、その立法措置 （＝学校安全法）を講 じ

ることで した 。

■現場依存の通達行政

とくに再発防止のための学校安全対策と しては、これまで国・行

政独自の責任を果たす施策ではな く、学校現場依存のマニュアルづ

くり、通達 行政 に終始 して きた ところ に問題 があ る ことが指 摘さ れ

てきました。昨年6 月8 日、8 人の児童が殺傷された池田小学校事件

において、文部科学省と遺族との問に「合意書」（F解説教育六法』

三省堂、 10 1 0 頁）が交わされましたが、そこでも通達行i改の不備

が露呈 しています。文部科学省の掲げる 「再発防止策」は、「防犯

対策の報告書」「危機管理マニュアル」「防犯教室」「防犯対策の手

引き書」「施設整備指針の改訂」「定期的調査」などにとどまり、現

場依存の通達行政か らの脱却が依然として図れず、国としての安全

責任を果た しているとはいえない現状のままです。

2 ．国 としての安全責 任を果たすために

確かに、子どもの安全を図るための教職員の責任の自覚の必要性

は痛感するところですが、同時に、日本の公教育法制が前提として

きた 一子どもと教職員、保護者が安心、安全に学校活動を行えるよ

う”教育条件を整えていく教育行政の役割と責任を放棄させてはな

らな いので はないで しょうか。

l ■学校安全職員制度の設置

そこで、たとえば子どもや教職員の安全確保、学校防犯にとって

根本解決につながる対策として、国や自治体が予算を伴う安全対策

である「学校安全職員」制度の創設を法律化 していく提案がなされ

ました。（要項案6 、7 、 18 ）

とくに、要項案では、学校安全を継続的、組織的に実効性あるも

のにしてい くために、「学校安全管理者」および「安全監視員」の

設置を提案 しています。また、防犯カメラ・ ビデオ等の監視設備に

ついても、自主的な教育活動や子ども等のプライバシーなど人権を

保護する見地から、生命、身体に危険があると判断されるような緊

急の学校防犯体制のなかで、かつ、人的条件の強化を優先 しつつ、

限定的に使用するよう提言しています。（要項案2 2 ）

（ ※それ以外の提言内容については要項案目次を参照）

今後は、このような 「学校安全法」の制定をどうはかるか。国民

の世論 に期待するとともに、関係者、市民の地道な努力が求められ

てい ると言え るで しょう。

「 学校安全法」要項案の全体構成

第1章 総 則
1 こ の 法律 の 目的

2 基本理念
3 定義 、対象の範囲

4 国 、地方公共団体 の学校安全基準制

定義務
5 学校設言l 者 、学校の安全 管理義務

6 学校安全職員の配置、安全点検

7 安全教育 、安全研修 の機会

8 国の財政上の措正

第2 章 学校安全基本計画
9 国の学校安全基本計画策定義務

1 0 学校安全基本計画の内容
1 1 学校安全基本計画書吉井会 の設言1

1 2 学校安全基本計画書吉♯会 の策定 、公
表 の手続

1 3 地方公共団体の地域学校安全基本計

画 策定義耗

第3 章 学校安全基準
1 4 学校施害受設備の安全基準

1 5 学校環境衛生の安全基準 、安全管理
1 6 危険度の高い環境下 での活動に とも

な う安 全 規 模・ 自己荘 基 準

1 7 安全な通学条件の整備 と適正配荘
1 8 学校安全職員等の配置基準

第4 章 学校安全の管理体制

1 9 国、地方公共団体 の学校安全管理
2 0 学校、学；較管理者の学校安全管理

2 1 学校防災・保全対策

2 2 学校防犯対策
2 3 教育活動における安全配慮義務

2 4 学；絞災害発生時の救謙体制 、通報 ・

報告義務
2 5 学校玖乏害の原因究明千住 と相談・ 調

査
2 6 日本 学 ；校安 全 セ ン タ ー

子 どもの権利条約国内発効10周年記念シンポジウム報告

（主催 ：子どもの権利条約総合研究所、20 04年5 月22 日、於 ：東洋大学）

子ども申権利基盤型アフロ丁チ、の現在 とこれか ら

一国連子どもの権利委員会勧告の実施に向けて一

大 河 内 彩 子 （法政大学大学院）

子 どもの権 利委 員会 は、立法・ 国内行動計 画・広報啓発・ N G O との関係の 中で 「権 利基盤型 ア プローチ」 を とるよ う日本 を含 め各国 に勧

告してい ます。 しか し、具体 的 な中身 は明 らかに され てい ませ ん。 シ ンポ ジウムで は、子 どもの権 利 を基礎 に立法・法 改正 、計画 策定・施

策の 推 進 、 あ る い は 実 践 を ど う進 め て い くの か 、今 ま で との 違 い を明 らか に す る こ と を 目 的 と して 、 立 法 論 ・ 政 策 論 ・ 実 践 レベ ル か らの 報

告が あ りま した。

■虐待防止の歴史的展開と課題 ：平湯真人さん（弁護士）

児童福祉法 （19 9 7 年改正）、児童虐待防止法 （2 0 0 0 年制定）

では、「子 ども の権利 」 は規 定 され ませ ん で した。 しか し2 0 0 4 年

の児童虐待‡防止法の改正では、「子どもの人権侵害」と明記されて

子ど もの権 利条 約 第 74 号・ 2004 年 6 月2 0 日号

』



います。また予防から分離後の親子への支援が「国と自治体の責務」

であるという条文の規定も市民の請求権の基なる点で重要です。法

改正を促した虐待に対する社会認識は、特別な家庭のとんでもない

親と可哀想な子 どもを分離する第 1段階を経て、普通の家庭でも特

別の状況ではあり得、子どものケアと親の指導が必要という第2 段

階へと変化 して きま した 。 しか しさ らなる段 階が必 要だ と思 い ます。

虐待は家庭生活と育児の リスクの中で生 じうるという認識です。そ

して子どもの行動を分類化せず、成長発達権を全面的に保障するこ

とで虐待を防止していくのです。

子どもの権利保障のためには、子ども自身が成長発達の力を持ち

サポー トをうける権利があるという成長支援的子ども観が必要で

す。子どもたちが自分の権利を行使 してサポー トを得る未来を展望

して、サポーターを色々な形で増や していく課題があります。大人

のサポー トがあれば実現できる、という認識により子どもが権利主

体と して力を つけてい くので はない で しょうか。

■「子ども計画」の展開と展望 ：森田明美さん（乗洋大学）

「次世代育成支援行動計画」を策定する中で子どもの権利をいか

に実現するかを4 つの視点で整王聖していきたいと思います。

1つ目は、実態を明らかにする自治体国有の調査の実施が必要だ

とい う こと です 。子 ども たち がそ の 自治 体の 中 で どの よ うに育 ち、

どのような問題が発生 してきているのかを押さえるためです。次に

子どもの参加ですが、実際の子どもの思いに近づ くために、大人は

何をすべきかが改めて問われています。今までの支援は思い込みの

中で行 われ てき たよ うに思 うの で す。 3 つ 目 は、子 ども が参加 す る

ことにどれだけ共感を得 られるかです。自治体が共感 し枠組みとし

ての子ども参加が出来上がると、派生的に教育委員会と首長部局と

の協力がスター トしていき、地域化と総合化が必要にな ります。 4

つ目の施策化の事例ですが、私たちが大事にしたことはどういう意

見が出 され、 子 どもた ちによ って どの よ うに変わ った かを フ ィー ド

バックす る ことです 。 これ によ つて子 ども たち は自分 たちの 意見 が

生かされているという実感を持つことができます。子どもたちの意

見を聞くノウハウのない大人が多いがために子どもたちが参加した

だけで終 わ って しま った ら、子 どもたち は＝ 度 と話 して くれ な いで

しょう。ですから、大人の責任とは何なのかを改めて問う必要があ

ると思 います 。

■子 ども参 加支援の現状 と課！琶 ：浜 田進士 さん（子どもの権利フ

ァシ リテ 一 夕ー ）

参加の権利主体である子どもを見るとき、 3 つのことがあげられ

ます 。 1つ 目はサ イ レン ト・マ ジ ョ リテ ィで す。 こ こで子 ど もたち

に参加するように育成型アプローチをとるのではなく、権利基盤型

アプローチで子どもを取り巻 く環境や選択肢を考えることが求めら

れま す。 2 つ 目が 、参加 して いる 子 どもの 問題 で す。 フ ォー ラム で

は自分 を出せ るの に学校 では不 安であ るとい う 「非 日常」 と 「日常」

のギ ャ ップを子 どもた ちは小 さ く した いと思 って い ます。 また 、今

まで参 加 して いた 子 ども たち が離 れて い く 「 1 8 歳 クラ イシ ス」 も

あげられます。大人の求める子どもを演 じることへの疲労感や「子

ども当事者から子どもの権利支援者へ」 というモデル像が見えない

ことが原因です。この子どもたちに必要なのは、「大人との関係の

場」と「子どもたちだけの居場所」を行き来できることです。権利

基盤型でいう総括的なアプローチが必要なのです。3 つ目は、権利

基盤型アプローチで最も参加の権利を奪われている集団にフォーカ

スす る ことです。

次に子 ども参加支援の課題ですが、第 1は子どものライフステー

ジに合わせた参加支援が大事だと思います。第2 には、権利を子ど

もた ち に理解 で きるよ う に知 らせる こと です 。第 3 に は、参 加支 援

の原則の共有化が重要です。第4 にはファシ リテーターの役割があ

げられ、第5 に権利に目覚めた後の支援を確立することです。最後

に、第三者評価の基準の確立の∠必要があげられます。

「子どもの意見を行動計画に取 り入れる際、最低限やらなくては

いけ ない こと は ？」 との 質 問に 「子 どもを大 人の 世界 に 引きず り込

むの ではな く、 こち らか ら子 ども の居場 所 に行 き ヒア リングす る こ

とは簡 単 にでき ます」 と森 田氏の 応答 があ りま した 。ま 7こ、参加 者

から「伝統的といわれる Fニーズ基盤型アプローチj さえなされて

いない ことを認識 しな くてはな らない」 との指摘 もあ りま した。

子 どもの権 利 条約 の 批准 か ら10年 。 あ らた めて子 ど もの権 利条 約 を読 ん でみ

ません か ？ この コ ーナ ーで は毎 回条 文 をい くつ か取 り上 げ、子 ども に読 ん でも

ら う こ と を 念 頭 に お い て わ か り や す く 解 説 し て い き ま す 。 も ち ろ ん 、 お と な の

方も ど う ぞ J

【第9 条】

子どもの権利条約第9 条では、親の意思に反 して、親 と子が離れ

離れになってはいけないことが定められている。これは、みんなが

生きていく上で、親が身近にいることが子どもにとってプラスであ

り、 自然な こ とだ と条 約が考 えて いる か らなん だ。 とこ ろが、親 が

いる ことで よ くな い ことが起 きる 場合 もあ る。例 え ば親が 子 どもを

虐待す るときな どが これにあた る。

親 が子 どもをな ぐった り、言葉 でい じめ た り、性的 な暴 力を ふる

つた り、食事 を与 えな か った りす る こと は、悲 しい けれ ど現 実 に起

こつて いる 。そん な ときは親 と一 緒 にいる こと が必ず しも 「子 ども

にと って一番 い いこ と」 だ とは言 えな いか も しれない 。そ うい う場

合は児童相談所や裁判所がきちんと手続きをして、子どもと親が離

れて くらすこ ともある。

また 、親 が別 居 して いた り離 婚 した りする 場合 も離 れてく らす こ

ともある。親や子のどちらかが感染する病気にかかって、うつさな

いよ うに隔離され る場合 も別々 にな った りする 。

「じゃ あ、虐 待 された り、離 婚 する とき に、い きな り親 と別れ さ

せられ るこ とがあ るの ？」 と心 配 にな って しま った人 もいる かも し

けれ ど、安 心 して。親 と子 がバ ラバ ラ にな って しまいそ う

子どもの権 利 条 約 第7 4号・ 2 004 年 6 月2 0 日号
ぱご：

安 部 芳 絵 （子どもの参加ファシリテ一夕ー）

なとき 、子 どもは 自分の 考え を述べ る ことが できる よ。そ して、例

えバラバ ラ にな った と して も、親 とは連 絡を と りあ った りす る こと

ができる。子どもが少年院にはいっていたり、親が刑務所 にはい っ

ていた りする場合も直接会ったり、手紙や電話で連絡ができるよう

に、国は工夫 しなければいけない。

それから大事なことは、国は、親と子が離れ離れになったあとに、

どこにいるのかの情報をそれぞれに伝えなければいけない ってこ

と。ただ し、子 どもが どこ にいるの か を親に究］らせ る ことが 「子 ど

もにと って一 番い いこ と」 でない場合 はあ てはま らな いよ 。例 え ば、

どこにいるかを知った親が、子どもを探 し当てて虐待を続けそ うな

場合 な どが これに あたる 。情報 を知 らせ る ことで、 子 どもや親 に よ

くな い結果 が生 じる ことは 、あ って はな らな いんだ 。

日本の法律では親が離婚 したあとに、子どもが親に会える権利を

きちんと定めた法律がないんだ。だから、法律を変える必要が衣iる。

子ども に と っては どち らの 親も 同 じく らい 大切 だ った りす る か ら、

会いたい とき に会え るよ うに匡lは工 夫 して欲 しいよ ね。そ れ か ら親

は、子 どもには親に会 う権利があることを忘れないで。子どもはも

うひとりの親にも会いたいのに、一方の親の判断で会わせない、な

んて ことがな いよ うに気をつ けてね 。



子どもの権利条約 フ ォー ラム IN いば らき実 行委員会 だ よ り

すべ てが静め ての フォー ラム

私は今年初めて「子どもの権利条約フォーラム」に参加 します。

「子どもの権利条約」については、中学3 年生の時に社会科の公民の

授業でほんの少 しや っただけで、この権利条約を知ってもらうため

にこんな フォーラム をや って いる ことを知 りません で した。

初めて実行委員会 にも参加 しました。第 1回実行委員会では、ど

んな人が来るのだろ うかと思 っていま したが、「子ども」 と呼べる

人が私を含めて3 人 しかいませんで した。実行委員会が始まりま し

たが、私はおとなたちの話 しについていけず、何を話 し合っている

のかさ っぱ りで 、突然 お とな に 、「子 ど もの意 見 を聞 いて み ま し ょ

うか」 と、一斉 におとな たちの視 線が私 に注がれ ま した。 おとな は、

「別に意見を言わ なくてもいいの よ」 と言 って くれ ま したが、私 には、

「意見 を言 ってね」 とい うよ うなオー ラが感 じられ ま した。私 は何 を

質問され、 どうい う風 に返事 を した らいいかわ かりませんで した。

第 1 回 目の 印象 は とにか く、 怖 くて 雰 囲気 は ビ リビ リ してい て 、

私のよ うな子 どもがいて もいいの かな あと思 わせ る雰囲気 で した 。

林 美 穂 （竜ヶ崎第2高等学校2年）

終わってから、茨城新聞社の取材を委員会に来ていた土田君と一緒

にうけ ま した 。取材 を うけた と ころ、記 者 さん は、 フォー ラムで は

ないけ れど子 どもた ちが 中心 にな って や って いる と ころもあ ったよ

という話を して くれ ま した 。

私 は笠 井さん か ら去年の か わに しの フ ォー ラム は、子 どもだ けの

実行委員会もやっていたということを話をしていたので知 っていま

した 。だ か ら、今年 もそれ を まねて や ってみ よ うととい うこ とにな

りま した 。6 月 に子 どもだ けの 実行 委員会 を や りま した。集 ま った

のは、土田君と私を含め女子 7 人で した。まだフォーラムについて

のことは話 し合 って はいま せん が、 これ か らどん どん 話 し合 って い

きた いと思い ます。

最後に、私が学校名を書いたのは、先生方に、こういう活動をや

つて いるよ 、 こん なの があ るんだ よ、 とア ピール した か った か らで

す。子 ども が権利 条約 を知 ってい て、 お とな が矢口らな いとい う場合

もあるか らです 。

子どもの権利 条約ネ ッ トワーク5 月イベ ン ト

どう思 う？ 知 って る ？ 覚 え て る ？

忘れてませんか ？ 子 どもの権利条約
（2004年 5月5 日（水）13 ：30 から 於 ：国立オ リンピック記念青少年総合 センター）

5 月5 日 こ ど もの 日 、 16 ， 17 歳 の 子 ど も た ち 自身 に よ る企 画 ・ 運 営 で 「 ど う思 う ？知 っ て る ？覚 えて る ？忘 れ て ま せ ん か ？ 子 ど もの 権

利条 約 」 と い うイベ ン トが 開 催 され ま した。

今 年 は批 准 10 周 年 と い う こ と に注 目 した 企 画 者 達 が 、「子 ど も の権 利 条 約 」 自体 を も う一 度 考 え よ う ／ とい うこ とで 、 プ ロ グ ラ ム を作 り

上げま した。子 どもの権利条 約 に関 す るクイズで ウオー ミングア ップ した後、子 どもとお となが一緒 にな って、「児童労働 、余暇 の権 利 ・

学ぶ権 利、教育 とは、虐 待・ プラ イバ シー、少年兵」 につ いて グル ープに分 かれ て話 し合 い ま した。当 日はお よそ6 0 名の 参加 があ り、 お

とな、親 、先生 、学生 、子 ど も等 、様 々 な立 場 か らそ れぞれの思 いが 出 され ま した。以下 に 、今 回の イベ ン トを企画・ 運営 した子 どもた

ちか らの感想・ 意見 を紹介 します。 （長谷部真 琴 、子 どもの権利条 約ネ ッ トワー ク運営委員 ）

■「児童労働」グループ一世界 と日本の児童労働一

共通する問題点は、「選択肢がない」こと

松下 礼奈（16歳）

2 月 か ら始ま った 5 月 イベ ン ト企画 は本 当 に ゼロ か らの ス ター ト

でした。 私が このイベ ン トに参加 した理 由 は子 どもの権 利条 約 とい

うものを あま り究］らず 少 し興 味 があ ったか らです 。本当 に テーマ か

ら何 も決 ま って いな いもの でかな りビ ックリ した とい うのが本 音 で

した。2 回の会議を経てテーマは子どもの権利条約そのものと決ま

りま した 。私は企 画す る側 に立つ のは初 めて であ りきた りか も しし

れません が期待 と不安が あ りま した。

まず、手始 めに条約 を読ん でみ ると 「こん なのも 条約 に入 るの ？」

とい うものも 多々あ りま した 。わ た しが 今 回担当 したの は児童 労働

についてです。当日は他のグループに比べ人がなかなか集まらずど

う しよ う と少 しば か りお どお ど して しまい ま した 。 しか しな が ら、

少しずつ増え て行き 内心 「よか った」 とほ っと しま した。

集まったのは私たち含め8 名。まず私たちの世界と日本の児童労

働の現状についての説明から始まり、そのあとみんなでその現状に

ついて こ れか らどの よ うに改 善 して行 け ば良 い か を話 し合 い ま し

た。話 し合った結果、世界の児童労働の問題点は r学びたいけど、

学べない。j 日本の児童労働の問題点は r働きたいけど、働けない。j、

この2 つの共通点は r選択肢がない」です。さまざまな意見を

子 ど もの権 利 条 約 第74 号・ 20 04 年 6 月20 日号
迦



‾こ、これ らにた ど り着き ま した。

今 回 、 この イ ベ ン トに通 じて色 々

な視点 からの考え方 を学びま した。

企画者で あったけれ ども参加 者の

方々 か ら得 るもの は大 変 多 く、深 く

かん がえ させ られ た部 分 もあ りま し

た。企画段階中の会議でもみんなでウイウイ色々なことを話 してい

る時も 「へ ～。」 と思 う ことが た くさん あ りま した。 自分 で言 うの

も変 か も しれ ませ んが 私 か らもな に か 「へ ～ 。」 と思 う こと があ っ

たのならば幸いです。

N C R C の スタ ッフの みな さまへ ：この 場を か りてこの イベ ン トの

企画 をさせて 頂きま した ことを感謝 します 。

企画者のみんなへ ：本当に個性的なメンバーで楽 しかったです。

有 り難 う☆

参加者の方々へ ：とても良い経験をすることが出来ま した。本当

にあ りが とう ございま した 。又 、かな り私 の 日本 語 が変だ った と思

うのです が、最後 まで聞 いて下 さ って有 り難 うござ いま した 。

中村 竜太郎（16歳）

僕 は松下 さん と同 じく、児童 労働 の問】題について 取 り組 みま した。

グループ別の発表にあた っては、まずいくつかの統計データを見た

あと、日本と世界における子どもの労働環境について自分たちで調

べた内容を発表し、「児童労働とは何か」「どうすれば児童労働をな

くすことができるか」「日本 と世界の子 どもの労働環境の違いは何

か」な どにつ いてデ イスカ ッシ ョンを行 いま した 。

児童労働は近年長く続いている問5謹だけあって、答えを見いだす

ことは簡単 で はあ りません で したが 、参加 者の 方々 と話 し合 って い

るうちに、児童労働に関する具体的な事例や各国の取 り組みな ど、

今まで 先】らなか った こと をた くさん矢口る こと がで きま した。そ れ と

同時に、誰かの活動を見守るだけでなく、自分も積極的に活動 して

いかな ければな らない と強 く感 じま した。

児童労働とは、知れば知るほど奥が深い、難 しい問題だと思いま

す。そのため調べても調べてもキ リがなく、勉強不足なのではない

かと不安な気持ちで迎えたイベン トで したが、それぞれの参加者が

問】題を提 起 し、考 え を述べ る とい うふ うに非 常 に良 い形で デ イスカ

ツシ ョンを行 うことが でき ま した 。その お 陰で良 い発 表が できた と

思います。

イベン ト当日まで引っ張ってくれた松下さん、参加者のみなさん、

また今 回のイベ ン トに関 わ ったすべ ての みな さん 、あ りが と うござ

いま した ／

■「虐待・プ ライバシー」グループ

大津 ゆか り（17 歳）

イ ベ ン トが無 事 に終 わ り、私 は この イベ ン ト企画 に参カロ出来 て本

当によかったと思います。初めは自分にこんな大きな仕事が出来る

だろうか 、それ に子 どもの権 利 条約 自体名 前だ け しか矢口らな か った

ので 、本当 に大丈 夫なの かな ／？と思いま した。

私達のグループは虐待、プライバシーについて、そして最後に子

ども に とって最 善の 利益 と は ／？とい う事 を話 してい きま した 。初

めは虐待とプライバシーは全 く共通がないものと思 っていたので、

別々 に話 し合 っていま した 。 しか し、 話が 進ん でい く うち に共 通す

る部分 があ ったの で、2 つ合わ せなが ら話 していき ま した 。

議論 の まとめ と して 、虐待 も プライ バ シーも 「孤立 化」 した為 に

問題になってきているのではないかという事です。菩に比べて近所

付き合いなどが減 って しまい、話す機会が少なくなくなったので虐

』
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待 が深 刻化 して しま ったの ではな い かとい う事 、プ ライバ シー を考

え過ぎてしまって孤立化 し、悪い方向にいって しまったのではない

かという事です。閉鎖的にな らず、逆に開放的にする事でよくな っ

て い くの で はない か とい う結 果が 出ま した。「孤立 化」 だけ でな く、

「信 頼 関係 」 とい うと ころ に も共通 してい るの で はな い かと い う意

見 も出ま した。

最後に、最善の利益についてですが、子どもによって最善の利益

はそれぞれ違うという事、大人は子どもの 目線に立つように心掛け

るというのが今回私たちのグループで話し合 ったまとめです。

私達のグループは大人の方達ばか りで、すごくためになるような

事 が た くさ ん聞 けた よ うな 気が します 。 グル ー プ ごとの話 し合 いは

1時 間3 0 分 で、そ んな に話が出来 る かな～ つと始 まる前思 って ま し

たが、実 際は も っと時 間がほ しい くらいで した 。

条文は とても短いのに、 いろいろ考えた り、思 った りする事 がある

んだな～と思いました。調べるまではいろいろ大変でしたが、終わっ

てみ ると、本当 にあ っという問で、 とて もいい思い出にな りま した。

小山 直人（16歳）

今 回 このイ ベ ン トに参 加で き、 自分 にと ってと ても有 意義 な時 間

を過 ごす こ とがで きま した。 僕は虐 待、 プラ イバ シー と子 どもの最

善の利益をテーマに大人の方と討議をしましたが、この討議で何か

納得できたかといえば、正直何も納得できませんで した。 しかし、

少なからず現代の大人がそれらの ことをどう受け止め、何を考えて

いるの かが知 るこ とができ ま した。

や は りまだ大人 とこど もとい うもの には壁 が ある よ うに僕 は感 じ

ま した。大 人 はこど もを経 て大人 にな って いるの に 、 こどもの 目線

にたち物事を考える ことをされていなかったのが残念でなりませ

ん。そのうえ、ある方にこの討議は失敗だった部分もあると言われ

ま した が、 はた してそ うで しょうか ？討 議 に失敗 や成功 とい うの は

あるの で し ょうか ？僕 はも っと客観 的で 説得 力の ある 方々の 意見 を

こども と して聞き たか ったで す。 もち ろんた め になる詰 も されて る

方はい ま した。 しか し討 議全体 を通 し、や は り今 は住み に くい世 の

中にな って いるな と高校 生な が らに思い ま した。な ぜな ら誰 もが善

悪正誤 を徹底 的 につけ よ うと して いたか らで す。な ん とな くガ ッカ

リ しま した 。僕を も っと勉強 しな い と思 い ま した （笑）未 熟 です い

ませ んで した。

■「少年兵」グループ

平井 諒（16歳）

僕達のグループでは「少年兵」について取り扱いました。

子どもの権利条約では、軍の運営する学校へは、教育を受ける権

利があることから、卒業と共に軍に入ることになる軍学校への入校

はして よい こ とにな ってい ます 。た しか に、卒 業す る とき には 1 8

歳で すか ら、問 題 はあ りません 。 しか し、それ は入学 する とき に将

来を 決定 して しま うわけ です か ら、子 どもの権利 条約 は、 子 どもの

将来 を保 障 して いな い とい うこと になるの で は ？と い うこと を話 し

合うつ も りで した。

しか し、このテーマを選んだ方々は今現在、少年兵として戦場にい

る子ども達 をど うにか してあ げたいとい う気持 ちが強 く、 こち らが議

論の中心にな りま した。

まず、最初に少年兵の現状につい

て話 しま した 。 特 に ウ ガ ン ダ で は

L R A という反i改府組織が子どもを誘

拐しては、武器を持たせ戦場 に立た

せていま した。それは少年だけに限



らず、少女も連れて行かれます。そ

う した 子 ども達 は体 だ けでな く、心

にも大きな傷を負います。L R A から

救出された子ども達は、絵を描 くと

戦場の絵や、武器の絵を描きます。

そのような絵 しか書けないのです。

初め て 口にす る まと もな食 事 には涙

を流すほど、少年兵の抜いはひどい

です。 い く ら戦 力 に な る とは 言 え 、

少年兵は一番抜いが低いです。食事

も当奔馬、粗 末 で、少 し しか ない物 を

少年達で分 けなければな りません。

また、少 女 は無理 や り子 ども が出来 て しま うことも稀 で はあ りませ

ん。そうして生まれた子どもは、その母に苔の傷を思い出させます。

子 ども には罪 も無い の に、母 はその子 ども を憎ん で しま うかも しれ

ない。誘拐された子ども達はそんな傷を負ってしまうのです。

こうい った子 ども達 がい る場所 は、紛 争の あ る国で す。 い くら子

どもの権利条約に書かれているとはいえ、反政府組織などにはなか

なか手がでません。そもそも、国が戦っているわけですから、その

国が子 ど もを助 け出す余 裕 はあ ま り無 いで しょう。な ら、他 の比較

的余裕 のあ る国が 介入 する必 要が あ ります。 日本 は平和 ボケ して し

ま って 、そ うい った少年 兵の 過酷 さな どを理 解す るこ とは難 しいか

も矢口れ ませ んが 、日本 も比較 的余 裕のあ る国 です 。 しか し、そ うい

う流れ を作 るの は難 しいで しょう。少年 兵の 過酷 さ、そ もそ も少年

兵そのものに興味を持つ機会があまりあ りません。ならば、少年兵

に興 味を持 つ機会 を増やす には どう した らよいで しょうか 。

まず 、僕 はど う して この少年 兵 とい うテー マに したのか とい う こ

とを考え ま した。僕 が興 味を持 った き っかけ は、あ るホー ムペー ジ

で した。ウガンダヘ直接取材を しにいった人のホームペー ジで、

L R A から逃げ出すことのできた少年、少女の写真が載っていま した。

そのホームページを見て、僕は少年兵がどれだけ心に深い傷を負う

のか を知 るこ とができ ま した 。つ ま り、そ うい うこ とで す。今 な ら

誰でも簡単にホームページを作ることができます。一人一人が、少

年兵 に興味 を持 っても らえる よ うに努力 する こ とが大事 だ と思 い ま

す。この間の邦人拉致事件では、イラクヘ取材 に行 っていた人がい

ました。報道や世間は非難をしていますが、ああいった活動が人々

の流れを創る大事な活動だと思います。この文章を見て、少年兵に

興味をもっていただければ、今回の僕の活動もとても有意義なもの

だった と思 います 。

■「余暇の権利・学ぶ権利」グループ

桜井 彩美 （17歳）

無 事に（？）イベ ン トを終える ことがで きてほ っと して います。

始 めた当 初は3 人 しか いな く（しかも 1人は結 局で きなか った し）本

当にでき るか ど うか 、とて も不安 で した。次 第 に人数 は増え 、何 を

テーマ にするか とい うとき、「子 どもの権利 条約ネ ッ トワークなんだ

から、子 どもの権 利条約をテーマ にすれば ？」 と、軽 い気持ちで言 っ

てしまい、それが採用 されて、提 案者の私がい ちばんあせ りま した。

実 は、今 まで 『子 どもの権利 条約 』 につい て考え た ことは あま り

ありません で した 。 しか し、今 回の こ とをき っか けに少 しで も知ろ

うと思い、子どもの権利条約に関する本を何冊か読みま した。その

中で 1 番興味を持ったのが余暇の権利でした。

日本は9 年間の義務教育があ り、2 9 条の学ぶ権利は保証されてい

ると思 い ます 。 しか し、3 1条 の余 暇の 権利 は ど うか … ？学 ぶ権 利

と余暇の 権利 は、学生 で ある私 に とって、 とて も身近 に感 じる こと

の できる 条約 で した。 しか し、身近 に感 じられる だけ に、何 を調べ

れば良いのか、具体的に何を考えれば良いのかがよく分かりません

で した。 と りあえず 余暇の 権利 に関 する ことで 、最近 ゆ と り教 育が

行われているけど、「ゆとり」と言いつつ、実際は 1 日の授業数が

増え た り、 朝・ 放課 後・ 休 日の 補習 が あ った りと 、逆 に 「ゆと り」

が減 って し’lるの では ない かと思 い、 ゆ とり教育 に関 する新聞 記事 を

資 料 と して用意 してお きま した。

5 月5 日子 ど もの 白。 当 日の朝 に な って も何 をや れば良 いの かま

とま りませんで した。オ リン ピックセ ンターにむ か う電車 の中で も、

ず っと資 料 を喜売ん だ り、子 どもの権 利条 約 に関す る本 を喜売ん でいた

り しま した 。でも 、他の テー マが しっか りと して いたの で、 余暇の

権利 ＆学ぶ権利を選ぶ人はいないから大丈夫だと開き直 っていまし

た 。誰 もいな か った ら、 ど この グル ー プに入 ろ うかな あとい うこと

まで考えていたので、 10 人以上の人がいたのを見たときに本当に

驚き 、パニ クり、何を しよ うと してたの か全 て忘れて しまい ま した。

用意 して おいた 資料 を配 り、話 し合 いま した。 余暇 とは ボー ッとす

る こと と聞き、 そ うい うふ うにと らえ て いなか ったの で新 鮮な驚 き

でした。ゆとり教育の詰もでま したが、賛否両論で、どの意見も納

得 さ せ られ、い ろい ろと考 えさ せ られ ま した。意 見 を述べ あ った だ

けで すが 、いろ いろな 人の意 見 を聞 くこ とがで き、考 えを深 める こ

とがで きま し7こ。

今 回、各 グルー プの担 当 とは別 に司会 を や りま した が、原稿 を用

意 して いな か った り、予 定通 りに進 まな か った りな ど、キチ ンとや

れませんで した。とても反省点が多いけど、逆に良い勉強にな った

と思います 。

最後になりましたが、参加者のみなさん、準備が足 らず、いろい

ろ と迷惑 をか けて しまい スミ マセ ンで した。喜 多先生 、 グルー プ討

議の とき にサ ポー トあ りがと うござ いま した。 先生の おか げで グル

ープ討議ができました。N C R C 関係者のみなさん、いろいろと手助

け を して いただ きあ りが と うござい ま した 。み なさん のお かげ でな

んとか無事に終わりました。赤池さん・奈津帆さん・好光さん、企

画の とき か らず っと あ りが と うござ いま した 。バ ラバ ラで まと ま り

のな い企画 メ ンバ ー をこ こまで引 っ張 って くださ いま した。 本当 に

お世話 にな りま した。 そ して企画 メ ンバーの 方々 。全然 何も しな く

てすみませんで した。無事に終了 してよかった ／

今回の経験をこれから生か していきたいです。今回関わったみな

さま、本当 にい ろいろ とあ りが とうござい ま した ／／／

■「教育 とは」 グループ

賛藤 寛也（17 歳）

今回同じ学校で生徒会を している小山君に誘われ、参加 しました。

最初 は子 どもの 権利 条約の ことをあ ま り知 らな か った為 、順調 とは

言えなかったと思います。

そんな中で自分達が企画 し、内容を考えてい っているうちに、だ

んだんと意識が高まってきたと思います。

当 日に は、様 々な方 々 と話 し合 い を持つ こ とを出来 ま した。そ の

中で、このままの教育j攻策が続いていくと、教育の格差が所得や生

活の格 差 に繋 が って しま うの でな いか等 、 多 くの 問題 があ るとい う

話がで ま した。 自分 と して は、 こ うい う格差 は幾 分仕方 が無 い こと

と思 ってい ます。 それ は、例 える な ら学 生の とき に不良 だ ったか ら

とい って成人 して か らの 生活 が著 しく他 の人 に引 けを取 る とい うこ

とが無 いとい う ことです 。つ ま り、 自己の力 を伸 ば して いけ れば い

いと思うからです。上記以外にも色々な話を して有意義な時間をす

ごす ことが できま した。

子どもの 権利 条 約 第 74号 ・ 2004 年 6 月2 0 日号

』



l

◎⑳⑳⑳⑳◎ 子 ど も の 権 利 条 約 批 准 1 0 周 年 記 念 ⑳⑳⑳◎⑳⑳

串醤亀⑯ 品田屯 亀伊口 金㊥㊥d

《 第 1回》子どもの権利条約の基礎知識（実践編のみの参加も大歓迎です り

講義編 6月 1 5 日（火）19 ：0 0 ～2 1 ：0 0 荒牧 重人（山梨学院大学法学部教授） ★すでl；終了★

実践編 7 月 1 6 日（金）19 ：0 0 ～2 1 ：0 0 各 回とも、内田 塔子（立正大学講師） 林 大介（子どもの権利条約ネッ トワーク）

第2 回 「対テロ戦争の中の子どもたち」

≪講義編≫ 9 月 17 日（金） 19 ：0 0 ～ 2 1 ：0 0

大河内秀人（（N ）パレスチナ子どものキ ャンペーン常務理事）

≪実践編 ≫10 月 15 日（金）19 ：0 0 ～ 2 1 ：0 0

第3 国 「マイ ノ リテ ィーの子 どもたち （仮 ）」

≪講義編≫1 1月 ≪実践編≫12 月

第4 回 r少年事件と子どもたち（仮）」

≪講義編 ≫2 0 0 5 年1月 ≪実践編≫2 0 0 5 年2 月

第5 回 「児童労働一日本の子どもと世界の子ども（仮）」

≪講義編 ≫2 0 0 5 年3 月 ≪実践編≫2 0 0 5 年3 月

※内容 を変更 する場 合 があ りま すので 参カロされ るとき は ご確 認 くだ

さい。

会場 ：子どもの権利条約ネッ トワーク事務所 （みなとN P O ハウス

4 階）●地下鉄日比谷・大王工戸線 「六本木」駅徒歩2 分・ 旧

三河台中学校

参加費（資料・会場費）：

一般 おとな 1，0 0 0 円／子ども（1 8 歳未満）5 0 0 円

会員 おとな 8 0 0 円／学生・子ども無料

定員 ：2 0 名 ※資料などの準備があ りますので事前申込をお願

い します

＜ 主催・問合せ先＞ 子どもの権利条約ネッ トワーク
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今こモ必要な、自分と人とをたいせつにする人権の本 ！
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監修 荒牧 重 人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各48ペー ジ／A 4変 型判／ オールカ ラー

揃定価17，糾0円（揃本体16，800円）

各巻定価2，94 0円（本体2，800円）
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“自分をたいせつ に”か らはじめよう 佐 々木光明 編著

いじめ、暴力、虐待か ら自分を守る 坪井節子編 著

意見をし1つて自分もまわ りも変わる 喜多明人 偏書

いろいろな人の人権を考える 石井小夜子 編著

立ちあがる世界の子 どもたち 甲斐田方智子 編著

情報を得ること伝えるこ と 野村武司・平野裕二 鳥著
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子どもの権利条約ネッ トワーク
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★発行人

★編集人

★年会費
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喜多 明 人

内 田 増 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

1 8 歳末満 10 0 0 円

定 期 購 読4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第 一 プ リン ト


